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日立市との災害協定を締結 
気象・自然災害時に緊急放送を実施し、避難行動を促す 

  
 

拝啓 時下ますますご清栄のことと、お喜び申し上げます。 

 

私ども株式会社ＪＷＡＹ（※）は、近年多発化・激甚化する自然災害に備え、より確実な情報発信を行う

ため日立市と災害協定を締結しました。 

今回の協定により、緊急時にはＪＷＡＹと日立市が互いに所有する情報等を共有し、市民の皆様によ

り実効性のある緊急情報を提供してまいります。 

 

株式会社ＪＷＡＹは、地域のテレビ局としての社会的使命を鑑み、地域の防災情報、安心・安全情報の

提供、公共の福祉の増進、文化の向上、産業と経済の反映に役立ち、地域社会の信頼にこたえる地域

密着のメディアとして、皆様に愛され信頼される会社を目指し、これからも邁進して参ります。 

今後とも、ケーブルテレビＪＷＡＹを、よろしくお願いいたします。 

敬 具  

 

   

災害協定の 

概要 

 

【協定名】   「災害時における緊急放送に関する協定」 

 

【協定の概要】 

・日立市域に警戒レベル３が発令されたとき、データ放送やＳＮＳ等、文字による

災害情報や避難情報を発信することができる。 

・日立市域に警戒レベル４が発令されたとき、行政放送番組（日立市の委託によ

り市政情報を発信する番組）の放送中にかかわらず、自主的に緊急放送を実施

することができる。 

・市が所有する災害監視カメラ映像などを緊急放送に使用することができる。 

・ＪＷＡＹが取材で得た情報等を適宜日立市と共有することができる。 

 

【締結日】   令和３年 12月 10日 

 
 
 
 

 

＊）株式会社ＪＷＡＹについて 

株式会社ＪＷＡＹ（本社：茨城県日立市幸町一丁目１９番１号、代表取締役社長：左子幸治）は、ケーブルテレビ・高速インターネット・固定電話

サービス等を提供・運営する会社です。 

２０２０年度末には、日立市内の３１，７８５世帯（約４０％）にご接続をいただき、２０１９年には東海村・２０２０年からはひたちなか市にサ

ービスエリアを展開しており、お陰様で多くの皆様にご利用いただいております。またケーブルテレビ放送では、各サービスエリア内の出

来事やお店情報・イベント情報等の番組を制作し、地域での生活の情報源としてご利用いただいております。世界のエンターテインメント

から地域情報のお届け、そして身近なテレビ・ネット・電話環境の総合的なサポートまで、地域になくてはならない会社として事業展開して

おります。 

 

 

令和３年 12月 10日 

株式会社ＪＷＡＹ 

代表取締役社長 左子 幸治 

 


